
秋田県立新屋運動広場に係る指定管理者（候補者）の選定の方法及び結果について

●　選定の方法

１　申請団体から提出された事業計画書等により、選定基準に沿って設定した審査項目ごとに各委員が評価（評点付け）を行った。
（評　点）

５点： 特に優れている
４点： 優れている
３点： やや優れている
２点： やや劣っている
１点： 劣っている ※賃金水準の向上及び女性の活躍推進の配点は別途評価基準による

２　全委員の評点を合計し、選定基準のウエイトをもとに評点の合計を１００点換算した。（満点を１００点として再計算）
　　（申請団体の評点については、下記の「評点表」を参照）

３　２をもとに委員間で総合的観点から議論・検討するとともに順位付けを行い、最も適当と認められる団体を指定管理者の候補者として選定した。
　　（議論・検討の概要については、下記の「総合評価（選定結果）」を参照）

４　応募が１団体のみの場合や特別の事情から県が団体を指定した場合は、当該団体が指定管理者（候補者）としての適格性を有しているかを審査した。

○　評点表

■　総合評価（選定結果）

○ (特非)スポーツクラブあきたは、施設の管理・運営に係る専門知識とノウハウを有し、天然芝の養生を含む運動広場の業務を担える能力を
　　十分有している。
○ (特非)スポーツクラブあきたからは、メイン・サブグラウンド以外のスペースの利活用について具体的な提案がされた。
○ (特非)スポーツクラブあきたは、施設の設置目的を十分に理解し、適正かつ確実な管理が行われることなどが評価された。
◎ このことから、(特非)スポーツクラブあきたを指定管理者の候補者として選定することに決定した。

１　県民の平等利用 ２　施設の設置目的 ３　効果的な管理 ４　適正かつ確実な ５　その他必要な ６　県の重要施策 合　　計

　の確保 　の効果的達成 　管理を行う能力 　事項 　推進に係る項目

 (確保されなければ失格) (満点：20点) (満点：20点) (満点：30点) (満点：20点) (満点：10点) (満点：100点)

15.6 0.5 66.4
特定非営利活動法人
スポーツクラブあきた

○ 14.1 14.1 22.1


